
横浜市内事業所向け 

令和７年度 横浜市相談支援研修Ⅰ（基礎） 募集案内 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日時及び会場（計２日間 ※ 両日受講が必須） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  集合開催前に、事前に映像配信を必ずご受講いただきます。予めご了承ください。 

集合開催日当日に、映像配信の内容に関する課題を御提出いただく予定です。 

 

２ 対象者及び定員 

① 「令和７年度神奈川県障害者相談支援従事者初任者研修（横浜市）」（以下、「令和７ 

年度初任者研修」という）を受講予定の方 

② 横浜市内の指定特定相談支援事業所や一次相談支援機関、二次相談支援機関等にお

いて相談支援に従事して概ね１年未満の方もしくは今後障害者の相談支援に従事す

る予定の方 

※ 定員を超えた場合は、①「令和７年度初任者研修」を受講予定の方の受講を優先し

ます。 

 

３ 定員 

  計 230 名  

 

相談支援に従事して間もない方、従事する予定の方へ 

相談支援を実践する中で、疑問や不安に思うことはありませんか？ 

横浜市では、 

相談支援をはじめる上で大切にしたいことを 

学ぶ機会として、 

「相談支援研修Ⅰ（基礎）」を開催しています。 

ぜひご受講ください。 

【１日目】映像配信（予定） 

 配信予定期間：令和７年８月中旬～９月８日（月） 

 

【２日目】集合開催 

  日時：令和７年９月９日（火）10：00～16：40 
     ※令和７年度神奈川県障害者相談支援従事者初任者研修（横浜市）の受講者は、 

本研修終了後の「初任者研修オリエンテーション」も必須です（17時 15分終了予定）。 

会場：ウィリング横浜 12 階 124～127 研修室 

（横浜市港南区上大岡西 1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー内） 

※ 公共交通機関にてお越しください。受付は、開始時間 30 分前より行います。 

相談支援？ 



横浜市内事業所向け 

４ 申込み 

下記の URL もしくは二次元コードから、受付フォーム画面に進んでいただき、 

令和７年７月４日（金）までに申請をしてください。 

 

※ 「令和７年度神奈川県障害者相談支援従事者初任者研修（横浜市）」の受講申込みは、

本研修の申込みを兼ねています。「令和７年度初任者研修」が受講可となった場合は、

本研修も必ずご受講ください。「令和７年度初任者研修」が受講不可（もしくはキャン

セル等）となった場合は、本研修は自動的にキャンセルとなります。 

「令和７年度初任者研修」の受講が不可等となった場合でも、本研修の受講を希望さ

れる方は、「令和７年度初任者研修」の申込みに平行して、本研修単独での申込みも行

ってください。（ただし、「初任者研修」を修了するためには、同一年度で「相談支援研

修Ⅰ」の修了が必要です。令和７年度に本研修を修了しても、「初任者研修」を受講す

る年度には改めて当該年度の「相談支援研修Ⅰ」の修了が必要です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【URL】                        【二次元コード】 

                               

 

 

 

 

５ 受講者の確定 

  受講可否については、令和７年８月上旬までにご連絡させていただきます。 

 

 

 

 

  
＜担当＞ 

横浜市 健康福祉局 障害施策推進課 相談支援推進係 

TEL：045-671-4133 FAX：045-671-3566 

「令和７年度初任者研修」 

の受講 

「令和７年度初任者研修」の 

受講が不可等となった場合の 

「令和７年度相談支援研修Ⅰ」の受講 

「令和７年度相談支援研修Ⅰ」 

の申込み手続きを行う 
希望しないが、「令和７

年度相談支援研修Ⅰ」の

受講は希望する 
希望する 

「令和７年度初任者研修」 

の申込み手続きを行う 希望しない 

「令和７年度初任者研修」に申込み手続きを行い、且つ 

「令和７年度相談支援研修Ⅰ」にも申込み手続きを行う 希望する 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/

ea/residents/procedures/apply/a9ef337b-bcfa-

4d4f-bedc-0aca958fe9b9/start 
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＊＊研修のカリキュラム（予定）＊＊ 

≪映像配信（予定）≫ 配信予定期間：８月中旬～９月８日（月） 
内 容 担 当 

横浜市における相談支援について  

（60 分） 
横浜市健康福祉局障害施策推進課 

意思決定支援について 

（60 分） 

淑徳大学  

教授 鈴木 敏彦 氏 

障害理解、障害者のくらしについて 

（120 分） 

横浜市総合リハビリテーションセンター 

ソーシャルワーカー 青木 昌子 氏 

 

 

≪２日目・９月９日(火)≫ ウィリング横浜 12 階 124～127 研修室 

※ カリキュラムは現時点での予定であり、変更が生じる可能性があります。予めご了承ください。 

 

 

 

時 間 内 容 担 当 
10：00 

～10：05 開講 横浜市健康福祉局障害施策推進課 

10：05 

～11：05 

相談支援における人を理解することについて  

（60 分) 
神奈川区生活支援センター 

相談員 鈴木 歩 氏 

11：15  

～12：15 

相談支援に求められる基本姿勢について① 
（相談支援に必要な“要素”：価値・倫理、知識、技術） 

（60 分） 

てらん広場 

相談員 中野 章子 氏 

青葉メゾン 

相談員 内山 将平 氏 

13：15 

～14：15 

相談支援に求められる基本姿勢について② 
（支援関係を形成するバイスティックの７原則） 

（60 分) 

戸塚区基幹相談支援センター 

相談員 斉藤 直美 氏 

14：25 

～15：25 

相談支援の技術について 
～相談員の活動事例を通して～  

（60 分） 

び・すけっと菊名 

主任相談支援専門員 大久保 里子 氏 

15：45 

～16：30 
当事者の方からのお話 

（45 分） 
当事者の方、支援者の方、 

インタビュアー 

16：30 

～16：40 閉講 横浜市健康福祉局障害施策推進課 

16：45 

～17：15 

【令和７年度初任者研修受講者のみ対象】 

初任者研修オリエンテーション 

（30 分） 

よこはまリバーサイド泉 

主任相談支援専門員 林 里美 氏 

横浜市健康福祉局障害施策推進課 
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＊＊ 横浜市が実施する相談支援研修Ⅰについて ＊＊ 

 

 計画相談支援に限らず、広く障害者の相談支援に従事している方や今後相談支援に従事

する予定の方を対象としているため、計画相談支援を担当していない方もお申込みいただ

けます。 

 

 

 相談支援専門員の資格取得研修である「神奈川県障害者相談支援従事者初任者研修（横

浜市）」を令和７年度に受講予定の方は、本研修の受講が必須です。提出指示のあった書類

の提出や全日程・全カリキュラムを修了する必要があります。 

過年度に本研修を修了されている方も、同一年度に両研修を修了することが必要です。 

 

 

 資格を取得するための研修ではないため、修了証は発行しません。 

 

 

 

ステップ１ ステップ２ ステップ３

障害福祉分野における相談支援従事者（ソーシャルワーカー）の人材育成指標に応じた市域の相談支援研修体系

≪ソーシャルワーカーの専門性≫ ≪ステップ≫

・基本を理解し、サポートを
受けながら、「本人を中心と
した支援」を実践できる

・自立して「本人を中心とし
た支援」を実践できる
・チームで「本人を中心とし
た支援」を実践できる

・「本人を中心とした支援」
の実現・向上のために、人材
を育成できる
・共生社会の実現に向けて、
地域や組織等に働きかけるこ
とができる
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※県主催
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地域 セルフ・チーム

相談支援研修Ⅰ

相談支援研修Ⅱ

相談支援初任者研修

相談支援現任研修

相談支援研修Ⅲ

指導者養成研修

主任相談支援専門員研修
※県主催

※重点的学習内容は色塗りのマルで示しています。

Ｑ 計画相談支援を担当していないが、この研修を受講できますか。 

Ｑ 計画相談支援を担う相談支援専門員になるために必要な研修ですか。 

Ｑ 修了証は発行されますか。 

☆本市研修体系における位置づけ☆ 

 本研修はここです！ 


